
令和７年度 第２回田原市総合教育会議 議事録 

 
１ 日 時  令和８年３月１６日（月） １４時００分～１５時１０分 

 

２ 場 所  田原市役所 政策会議室（南庁舎４階） 

 

３ 内 容   

■協議事項 

（1）田原市総合教育大綱・教育振興基本計画の改定について 

■報告事項 

（1）給食費の改定及び小中学校給食費無償化の実施について 

（2）田原市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について 

（3）いじめ・不登校問題の現況と本市の対応方針について 

（４）中学校の休日部活動の地域展開について 

（５）大草小学校と神戸小学校の統合について 

■その他 

 

４ 出席者 

市長 山下 政良 

教育委員会 教育長 伊藤 正徳 

教育委員会 教育長職務代理 髙崎 佐智江 

教育委員会 委員 田中 早苗 

教育委員会 委員 田中 智和 

教育委員会 委員 山本 哲男 

 

５ 会議構成員以外の出席者及び事務局 

企画部長 大羽 浩和 

企画部次長兼企画課長 平井 堅一郎 

企画部企画課企画係長 中神 賢 

教育部長 山田 達也 

教育部次長兼図書館長 是住 久美子 

教育部教育総務課長 川口 崇 

教育部学校教育課長 鈴木 和美 

教育部生涯学習課長 小久保 高 

教育部スポーツ課長 鈴木 雅也 

教育部文化財課長 天野 敏規 

教育部教育総務課長補佐兼教育総務係長 大久保 加奈子 

 

６ 傍聴人 

なし 

 

７ 協議の経過 

（企画部長） 

ただ今から令和７年度第２回田原市総合教育会議を開催します。始めに、山下市長からあいさつを申し

上げます。 

 



（市長） 

教育事業は子どもが主役です。大人がどうやって作って、正しい道に進めていくか。学校の統廃合問題も

心配しています。適切な方向性を皆さんと考えていきたいと思っています。 

 

（企画部長） 

それでは、議事についての進行は、本会議の議長である市長にお願いします。 

 

（市長） 

はじめに協議事項として、（１）田原市総合教育大綱・教育振興基本計画の改定について、事務局から説

明をお願いします。 

 

（教育総務課長から【資料１】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、田原市総合教育大綱・教育振興基本計画の改定について、ご意見、ご質問等をお

願いします。 

 

（意見なし） 

 

（市長） 

ご意見等ないようですので、この案について承認していただけるということでよろしいでしょうか。 

 

（承認） 

 

（市長） 

この案で策定を進めていきます。 

 

（市長） 

続いて、報告事項に入ります。始めに（１）給食費の改定及び小中学校給食費無償化の実施について、事

務局から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長から【資料２】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、給食費の改定及び小中学校給食費無償化の実施について、ご意見、ご質問等をお

願いします。 

 

（山本委員） 

国が小学校の給食費を支援することになったが、中学校の支援の見通しはどうですか。 

 

（教育総務課長） 

現時点で国の見通しは立っていません。本市では、次年度、物価高騰対応の交付金を活用して無償化し

ますが、今後もこのような交付金が有れば活用できます。無ければ、今年度と同様に半額支援となります。 

 

（市長） 



中学校の件は、全国市長会でも国と議論になりました。本市としては、次年度は交付金を活用して一年間

やります。現状、国は何も言っていないが、今後順次変わってくるのではないかと思っています。 

 

（田中（早）委員） 

近隣市との比較で本市の給食費が安い理由は何ですか。地産地消の関係なのか、量や栄養は大丈夫な

のか。 

 

（教育総務課長） 

地産地消もあるが、栄養教諭も工夫して、十分に栄養のあるもの、量のあるものを考えています。本市は

ご飯をセンターで炊いていますが、他市では別で炊いて持ってきているところもあります。 

 

（市長） 

次に、（２）田原市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について、事務局

から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長から【資料３】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、田原市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定につ

いて、ご意見、ご質問等をお願いします。 

 

（山本委員） 

このような管理をしなければいけなくなった背景として、教員不足があると思います。人員が不足すると、

他の教員の負担も増えると思います。本来は教員の数を増やすのがよいが、非常勤に欠員が生じているの

かどうか、現状を教えてほしいです。 

また、電話対応について、電話対応はとても大事だと思っています。夜間は対応しないこととなっているが、

教員の勤務時間は小学校・中学校によっても学校によっても差があると思います。２月から市役所の開庁時

間が短縮されたように、今後もっと踏み込んでいく予定なのか、教えてほしいです。 

 

（学校教育課長） 

教員の数は、国が示す定数は確保できているが、いくつかある加配の中で１名分がまだ確保できていま

せん。非常勤については、新任の代わりに入る１名分が確保できておらず、今年度もそうだが、スタートはい

つもぎりぎりの状況です。 

電話対応は、１８時３０分から７時３０分までは対応しないこととなっています。今年度実施した校長ヒアリ

ングでもっと短くという意見もあったが、もっと短くすると小学校ではあまり影響はないが、中学校では不登

校の人数も多く保護者と連絡が取りづらくなるので、現状通りで１８時３０分までとなりました。 

 

（市長） 

市役所と学校は状況が異なります。市役所は社会の流れもあり、朝礼など見直しをしました。先生たちは

勤務時間がどこからどこまでなのかはっきりしない部分もあり気の毒だと思います。 

 

（髙崎委員） 

労基署が厳しい。電話対応は外注しているところもあります。AI で対応しているところもあります。 

 

（市長） 

先生たちも色々な考えの人がいるので、色々な意見があると思います。 

 

（市長） 



次に、（３）いじめ・不登校問題の現況と本市の対応方針について、事務局から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長から【資料４】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、いじめ・不登校問題の現況と本市の対応方針について、ご意見、ご質問等をお願い

します。 

 

（教育長） 

一概に数が増えたことが悪いわけでないと、文科省も学校も考えています。近年はしっかり把握して対応

するようになってきたので数が増えてきたと捉えています。対応については、次年度の取組として、４中学校

に支援センターを設置して人を配置し、専門知識を持ったスクールソーシャルワーカーを増員します。家庭

環境が起因する問題は、なかなか学校では解決が難しいので、ソーシャルワーカーの存在は大きいと考え

ています。 

 

（田中（早）委員） 

昔はとにかく学校へ行きなさいという時代だった。最近は学校へ行くことが全てではないという考えの保

護者が増えてきたと思います。学校は、勉強だけでなく、他の子とのコミュニケーションや色々な行事なども

あるので、ぜひ行ってほしいと思っています。 

 

（教育長） 

不登校の家庭に対しては、学校は連絡を切らさないように、欠かさないようにしています。粘り強く、学校

の良さや楽しさを伝えていきたいと考えています。 

 

（山本委員） 

学校に電話をかけてくる保護者は、何とか行ってほしいと深く悩んでいます。出席日数が０日の子が２人

となっているが、夕方だけ学校に行って先生と話をして、それで校長が出席と判断している場合もあります。

実際には、全く学校へ行けていない子はもっと数が多いと思います。いじめは、本人の訴えの有無など、曖

昧な部分が大きいので、数の変化はあまり多いからどう、少ないからどうというのはないのかと思います。

恒常的にあるものだと思います。 

 

（市長） 

昔からいじめは多かったが、今は数字として出てきてしまいます。 

 

（山本委員） 

「いじめ防止対策推進法」が出来たことが、教員としては転機となったと思います。過指導も問題。一方で、

自殺などもあるので、見逃せないことです。 

 

（教育長） 

学校では、担任一人に任せるのではなく、学校全体でチームとして対応しています。 

 

（市長） 

次に、（４）中学校の休日部活動の地域展開について、事務局から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長から【資料５】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、中学校の休日部活動の地域展開について、ご意見、ご質問等をお願いします。 



 

（田中（智）委員） 

中学生に剣道を教えており、指導員に登録しています。謝礼の額は十分だと思います。ただ、自分もそう

だが、指導の中には仕事で常には出れない人もいるので、そのときは認定を受けていない人が教えていま

す。認定の幅を広げてほしいです。指導者の資格がある人や教員の資格がる人の免除などの規定も広げて

ほしいです。将来的に子どもが減ると、指導者として登録できる人数も減る場合もあります。支払人数は何

人までというのは今のままでよいが、来れないときに代わりの人でも対象となるよう、認定のすそ野を広げ

てもらえるとよいと思います。認定者は多くして、実際の支払いは規定の人数でというようなことを考えてほ

しいです。 

 

（スポーツ課長） 

今後検討します。 

 

（市長） 

次に、（５）大草小学校と神戸小学校の統合について、事務局から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長から【資料６】について説明） 

 

（市長） 

ただ今説明のあった、大草小学校と神戸小学校の統合について、ご意見、ご質問等をお願いします。 

 

（意見なし） 

 

（市長） 

他に何かご意見等はよろしいでしょうか。 

無いようなので、以上で報告事項を終了します。「その他」で何かありますか。 

 

（教育総務課長から【給食における節水対策】について説明） 

 

（田中（早）委員） 

本市は、給食センターの対応が他市に比べて早く、素晴らしいと思いました。 

 

（市長） 

全体を通して、他にご意見等はよろしいでしょうか。 

 

（田中（智）委員） 

東部中の送迎について、車がグラウンドを通れるようになり、以前よりスムーズになったが、グラウンドの

整備が不十分で、雨でぐちゃぐちゃになってしまいます。車が汚れるなど状況がよくないので、対策を考えて

ほしいです。 

 

（教育部長） 

教育部で確認します。 

 

（市長） 

本日の議事等はすべて終了しました。 

以上で、令和７年度第２回田原市総合教育会議を閉会します。 

 

以上 


